
特定教育・保育施設の利用定員の設定に係る意見聴取について 

 

１．意見聴取概要 

 平成 27年 10月に認可保育園 1施設が開設する予定であることから、当該施設の利用定員

を定める必要がある（ただし、千葉県による設置認可を前提とする）。 

子ども・子育て支援法第 31条第 2項の規定により、特定教育・保育施設の利用定員を定め

ようとするときは児童福祉審議会等での意見聴取を必要とされていることから、市川市子ど

も・子育て会議の審議に附すもの。 

 

２．開設予定の施設(審議対象施設)について 

設置・運営者名 株式会社Ｓ．Ｎ．Ｈ． 

設置・運営者所在地 市川市南八幡 4-5-17 

代表者職・氏名 代表取締役 島崎 綾 

施設名 (仮称)Milky Way International Nursery School 市川校 

施設所在地 市川市新田 5-6-23 第 15モリマンション 1F 

教育・保育提供区域 中部区域（市川駅南地区） 

認可定員 36名（0歳から 5歳まで各 6名） 

開設予定年月日 平成 27年 10月 1日 
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３．市川市子ども・子育て支援事業計画における量の見込み・確保方策との比較 

 

対象区域：中部区域 

 

３号認定（0歳） 

 平成27年度 

 

 

ａ 

平成31年度 

 

 

ｂ 

審議日現在

の確保済 

定員 

ｘ 

平成27年度

までに整備

すべき定員 

ａ－ｘ 

平成31年度

までに整備

すべき定員 

ｂ－ｘ 

審議対象 

施設の 

認可定員 

 

量の見込み 303人 443人 － － － － 

確 

保 

方 

策 

特定教育・

保育施設 
277人 413人 234 人 43人 179 人 6 人 

特定地域型

保育事業 
14人 31人 1人 13人 30人 － 

計 291人 444人 235 人 56人 209 人 6 人 

 

３号認定（1,2歳） 

 平成27年度 

 

 

ａ 

平成31年度 

 

 

ｂ 

審議日現在

の確保済 

定員 

ｘ 

平成27年度

までに整備

すべき定員 

ａ－ｘ 

平成31年度

までに整備

すべき定員 

ｂ－ｘ 

審議対象 

施設の 

認可定員 

 

量の見込み 1,231人 1,433人 － － － － 

確 

保 

方 

策 

特定教育・

保育施設 
916人 1,188人 837 人 79人 351 人 12 人 

特定地域型

保育事業 
27人 278人 1人 26人 277 人 － 

計 943人 1,466人 838 人 105 人 628 人 12 人 

 

２号認定（3歳以上） 

 平成27年度 

 

 

ａ 

平成31年度 

 

 

ｂ 

審議日現在の 

確保済定員 

 

ｘ 

平成27年度

までに整備

すべき定員 

ａ－ｘ 

平成31年度

までに整備

すべき定員 

ｂ－ｘ 

審議対象 

施設の 

認可定員 

 

量の見込み 1,586人 1,720人 － － － － 

確保方策 

特定教育・保育施設 
1,780人 2,188人 1,644 人 136 人 544 人 18 人 

 

 

 

 

 

いずれの認定区分においても、平成 27年度の特定教育・保育施設による確保方策人数を上回ら

ない。したがって、(仮称)Milky Way International Nursery School 市川校の認可定員をその

まま利用定員として設定するもの。 
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